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研究要旨：  
保健所等で健康危機管理を担う人材育成について検討するにあたり、対象とする健康

危機の範囲について、自然災害、パンデミック、原因不明も含めた３類型をまずは想定す

ることとした。必要な能力について、オールハザード・アプローチ、Incident Command 
System (ICS)、社会医学系専門医のコアコンピテンシー、先行研究等を参考に整理を行っ

た。「能力」については、「個人としての能力」とともに「組織としての能力」の検討も

行っている。  
 

Ａ．研究目的 
 地域の第一線で健康危機管理を担う保健所

は３年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症

への対応や、地震や豪雨などの自然災害への

対応など様々な事象の経験を重ねてきた。

種々の健康危機管理への対応において、保健

所等の職員には個別の健康危機に関する専門

的な知識や危機管理対応における組織管理な

ど様々な能力を発揮することが求められてき

た。 
本研究の目的は、健康危機管理において重

要な役割を担う保健所職員等に必要な能力に

ついて明らかにし、その能力を獲得する人材

養成のために必要な研修・訓練等の方法を明

らかにすることである。 
 
Ｂ．研究方法 
 先行研究や過去の健康危機対応の事例か

ら、対象とする健康危機の範囲や健康危機管

理に必要な能力の考え方について研究協力者

と検討を行い、論点の整理を行った。 
 

Ｃ．研究結果 
１．対象とする健康危機の範囲 

健康危機管理の対応に必要な能力を検討 
するにあたり、対象とする健康危機の範囲 
についての検討を行った。 

国内の過去の事例から、まずは①自然災

害、②パンデミック、③原因不明の健康危機

の 3 類型を想定することとした（図１）。 
また、健康危機の規模としては平時の保健

所等の体制では対処できないある程度以上の

規模を想定すること、複合災害も想定して必

要な能力についての検討を進めることとし

た。 
 
２．必要な能力の考え方 
必要な能力の考え方について、先行研究や

近年提唱されている様々な考え方から検討を

行った。 
前項で対象とすることとした 3 類型の健康

危機を想定し、それぞれの概念やコンピテン

シーから様々な健康危機管理に共通して必要

と考えられる能力について検討を行うことと
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した。具体的な能力について検討を行う上

で、「個人としての能力」と「組織としての

能力」のそれぞれを考える必要があると考え

られ、個人の能力については①マネジメント

②リーダー③メンバーの３階層程度のレベル

設定を検討することが必要と思われた。ま

た、「組織としての能力」については組織内

外の資源の活用も含めて考える必要があると

考えられた。 
また、健康危機管理において平時からの対

応や事後の対応も重要であること、行政が説

明責任を果たすという観点も重要であること

に留意して検討する必要がある。 
（1）オールハザード・アプローチ 
 近年、WHO 等で提唱されている考え方

で、全ての緊急事態への対応を含めリスクの

マネジメントには共通の要素及び必要とされ

る共通の能力があるという認識に基づく、緊

急事態のリスクや事象全般をマネジメントす

るアプローチとされている。 
 全てのリスクに適用できる共通又は汎用的

な能力をそれぞれのリスクや事象に固有の特

性に応じた具体的な対策で補完するという概

念は様々な類型の健康危機に対応する保健所

等の職員に求められる能力に親和性が高いと

考えられた。 
（2）ICS（Incident Command System）・ 
IMS（Incident Management System）/CSCA 
 これまで、DHEAT（災害時健康危機管理

支援チーム）の養成研修や DHEAT 活動ハン

ドブックにおいて ICS の概念や英国の

MIMMS (Major Incident Medical Management 
and Support)から DMAT 等の災害医療分野の

関係者が導入した C (Command & Control), S 
(Safety), C (Communication), A (Assessment)に
DHEAT に期待される役割である H (Help), H 
(Hub for Cooperation & Coordination), H (Health 
care system), H (Health & Hygiene) を加えた

CSCA-HHHH の合言葉を活動の基本としてき

た。ICS/IMS の概念は重要と考えられるもの

の、これまでの DHEAT など行政分野での健

康危機管理分野の人材育成においては行政と

の親和性についての課題が指摘されてきた。

今後、DMAT にも共通する CSCA のコンセプ

トにより初動対応の充実を図りつつ、

ICS/IMS に対する理解も深めて人材育成を行

っていくことが望ましいと考えられた（図

２）。 
（3）社会医学系専門医コアコンピテンシー 
 社会医学系専門医の８つのコアコンピテン

シーについては、健康危機管理対応時にも重

要と考えられ、その中でも「事業・組織管理

能力」、「コミュニケーション能力」、「パ

ートナーシップの構築能力」は職種を問わず

様々な健康危機管理対応に共通して特に必要

な能力と考えられた。「事業・組織管理能

力」については、前述のマネジメントレベル

を担う場合に特に重要と思われる（図３）。 
（4）先行研究（橘班） 
 2006 年度から 2008 年度に実施された先行

研究「健康危機管理体制の評価指標、効果の

評価および人材育成に係るｅ－ラーニングプ

ログラムの開発評価に関する研究」によると

健康危機管理担当職員に求められるコンピテ

ンシーとして６の大項目と 21 の小項目が示

されている（図４）。 
 
Ｄ．考察 
 多様な健康危機への対応を行う保健所等

の職員に求められる能力について、対応する

頻度が比較的高く特徴の異なる自然災害・パ

ンデミック・原因不明の３類型の健康危機へ

の対応を前提に検討を進めたが、想定する健

康危機の類型としては概ね妥当と考えられ

た。今後、３類型の健康危機を想定した共通

する必要とされる能力については、オールハ

ザード・アプローチの概念を基盤にしてこれ

までの健康危機管理に関する人材育成の取組

や新型コロナウイルス感染症への対応、令和

６年能登半島地震の対応などを参考に検討を

進める。また、能力を獲得するための手段と

して研修や訓練、OJT(On the Job Training)の
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役割や長期的な研修プランについても検討を

予定している。 
 
Ｅ．結論 
 様々な健康危機管理を担う保健所等の職

員の人材育成に向けて必要な全てのリスク

マネジメントに共通する能力の検討を行っ

た。 
 
Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
２．学会発表 
 特になし（第 83 回日本公衆衛生学会総会

にて発表予定） 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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先行研究（2006-2008橘班）における健康危機管理に必要なコンピテンシー
健康危機管理体制の評価指標、効果の評価および人材育成に係るｅ－ラーニングプログラムの開発評価に関する研究

小項目大項目
平常時から非常事態への移行を判断することができる

発生の「第一報」「初動調査結果」から、地域
保健上のインパクト（影響の大きさ）を計る
（量る）能力

発生自体のインパクト推計に必要な知識・技術を身につけている
医学・公衆衛生学の知識・技術
行政に関する知識・技術
管轄地域の基礎情報（社会資源など）
インパクト推計に必要充分な情報を収集することができる
健康被害拡大防止策を組織的に講じることができる
初動調査等、実地疫学を始めとする知識・技術により健康被害の原因究明調査を行うことができる

原因究明調査のマネジメント能力
外部専門調査機関（地方衛研・国の機関・ CDCなど）との調整・マネジメントができる
所属機関内部において適切な決断や支持・調整などの組織管理ができる

対策進行の組織マネジメント能力 対外的に組織間調整を行うことができる（医師会・近隣自治体・国など）
健康危機管理に係る各対策の目標を認識し住民や外部機関にそれを説明できる
対応に必要な責任体制と簡潔な意思決定プロセスを迅速に確立することができる判明事実・対策方針等の迅速・正確な内外に対

する情報提供および説明能力。スポークスマン
としての役割。

被害者、周辺住民、マスコミ、政治家等に対して、必要事項を科学的に正確かつ的確に説明できる
受身対応ではなく、積極的に対策の方針や判明した事実・教訓を発信できる
PTSDや社会的弱者への対応ができる

対策後フォロー、再発防止策を継続可能体制と
するシステム・社会的コンセンサス形成能力 管轄地域の改善が必要なしくみを検討し実現するための提案ができる

記録文書や科学論文として一連の対策を総括することができる
地域健康危機管理計画を策定・実施することができる

平常時に必要なコンピテンシー 組織間連携に必要な事項（合同図上訓練など）を企画・調整・実施することができる
地域健康危機管理に必要な人材育成を企画・調整・実施することができる

図4
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